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ま え が き 

 

本書は、公益財団法人交通事故総合分析センター並びに国土交通省の協力を得て、

警察庁が公表した令和２年中の全国交通事故統計データから、事業用貨物自動車（軽

自動車を除く）を対象とした交通事故の全体傾向を集計し、取りまとめています。 

令和２年中に全国で発生した交通事故（物損事故を除く）件数は 309,178 件、死

者数は 2,839 人、負傷者数は 369,476 人と、前年に比べて事故件数が 72,059 件減

（－18.9％）、死者数が 376 人減（－11.7％）、負傷者数が 92,299 人減（－20.0％）

となっています。 

一方、事業用貨物自動車に目を向けると、交通事故による負傷者数及び飲酒運転

事故件数についてはそれぞれ減少したものの、飲酒運転事故件数の撲滅にはほど遠

く、トラック運送業界の社会的信頼性を失墜させかねない憂慮すべき状況が依然と

して続いています。 

国の５カ年計画である「第 11 次交通安全基本計画」では、令和７年までの目標値

を死者数２千人以下、重傷者数２万２千人以下としており、これを踏まえて国土交

通省では、同じく令和７年までに軽貨物を含む事業用トラックの目標値を死者数 190

人以下、重傷者数 1,280 人以下、人身事故件数 9,100 件以下、飲酒運転ゼロ、追突

事故件数 3,350 件以下とする「事業用自動車総合安全プラン 2025」を公表しました。 

国土交通省が定めた目標を実現するために、全日本トラック協会では「トラック

事業における総合安全プラン 2025」を策定し、「飲酒運転ゼロ」および、「事業用ト

ラック（軽貨物を除く）を第一当事者とする、死者数と重傷者数の合計を車両台数１

万台あたり『６.５』人以下とする」ことを各都道府県（車籍別）の共有目標として

設定し、事業用トラックが関係する交通事故を１件でも多く削減するよう取り組む

こととしています。 

交通事故防止対策の取り組みにあたっては、事業用トラックの特徴的な事故要因

分析を充実させ、より実効性のある交通事故防止の取り組みを促進する必要があり

ます。 

本資料を事業用トラックの事故要因分析のために活用していただくことにより、

有効な事故防止対策につながることを期待申し上げます。 

 

令和３年８月 

 公益社団法人 全日本トラック協会 

 会 長  坂 本 克 己 

  



 

 
 

凡   例 

 

 

● 本書における用語の定義は、次のとおりである。 

１ 「交通事故」とは、道路交通法で規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こさ

れた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの（人身事故）並びに物損事故をいう。ただし、本書にお

いては物損事故を除く。 

２ 「死亡」（「死者」）とは、交通事故によって、発生から２４時間以内に亡くなった場合（人）

をいう。 

３ 「負傷」（「負傷者」）とは、「重傷」（「重傷者」）と「軽傷」（「軽傷者」）の合計をい

う。 

４ 「重傷」（「重傷者」）とは、交通事故によって負傷し、１箇月（３０日）以上の治療を要する

場合（人）をいう。 

５ 「軽傷」（「軽傷者」）とは、交通事故によって負傷し、１箇月（３０日）未満の治療を要する

場合（人）をいう。 

６ 「死傷」（「死傷者」）とは、「死亡」（「死者」）と「重傷」（「重傷者」）と「軽傷」

（「軽傷者」）の合計をいう。 

７ 「死傷者数」とは、事業用貨物自動車の事故における全当事者数をいう。 

８ 「事業用貨物自動車」とは、第１当事者が事業用で貨物車（軽自動車を除く。）をいう。ただ

し、注意書きを除く。 

９ 「第１当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等（列車を含む。）の運転者又は歩行者の

うち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽

い者をいう。 

10 「事故類型」とは、当該交通事故を先ず当事者の種類（人または車両等）によって分類し、次い

で当事者の事故時の行動等（動き、位置、衝突物等）によって更に細かく分類したものをいう。 

11 「対歩行者」とは、当該交通事故の第２当事者が歩行者（準歩行者を含む。）である場合をい

う。 

12 「準歩行者」とは、「車椅子」、「小児用の車」、「ローラースケート等」をいう。 

13 「対自転車」とは、当該交通事故の第２当事者が「自転車」、「駆動補助付自転車」、「リヤカ

ー等」の軽車両である場合をいう。 

14 「車両相互」とは、当該交通事故の第１当事者及び第２当事者がいずれも車両等（列車が相手方

である場合を除く。）である場合をいう。 

15 「車両単独」とは、当該交通事故の第２当事者が「駐車車両（運転者不在）」、「物件」、「相

手なし」である場合をいう。 

16 「車両等」とは、「四輪車」「二輪車」「自転車」「その他」の合計をいう。 

17 「車両等」の定義は次のとおりである。 

○「四輪車」……道路交通法に定める大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型

特殊自動車、小型特殊自動車。 



 

 
 

○「二輪車」……「自動二輪車」及び「原動機付自転車」 

○「自動二輪車」……道路交通法に定める大型自動二輪車と普通自動二輪車。 

○「原動機付自転車」「軽車両」「自転車」……道路交通法の規定による。 

○「その他」……「四輪車」「二輪車」「自転車」以外の車両。 

○「軽自動車」……道路運送車両法の規定による。 

○「トレーラ」……けん引する構造並びに装置を有する乗用車により牽引されるための構造及び装

置を有する車両(車両総重量７５０kg超)が連結されている状態をいう。 

18 当事者種別の定義は次のとおりである。 

○「大型」……車両総重量１１ｔ以上又は最大積載量６．５ｔ以上の貨物車。 

○「中型」……車両総重量５ｔ以上１１ｔ未満又は最大積載量３ｔ以上６．５ｔ未満の貨物車。 

○「普通」……車両総重量５ｔ未満かつ最大積載量３ｔ未満の貨物車。 

なお、当事者種別の定義は平成２９年３月１２日以降、次のとおりである。 

○「大型」……車両総重量１１ｔ以上又は最大積載量６．５ｔ以上の貨物車。 

○「中型」……車両総重量７．５ｔ以上１１ｔ未満又は最大積載量４．５ｔ以上６．５ｔ未満の貨

物車。 

○「準中型」……車両総重量３．５ｔ以上７．５ｔ未満又は最大積載量２ｔ以上４．５ｔ未満の貨

物車。 

○「普通」……車両総重量３．５ｔ未満かつ最大積載量２ｔ未満の貨物車。 

19 「高速道」とは、高速自動車国道及び指定自動車専用道路をいう。 

20 「高速自動車国道」（高速国道）とは、高速自動車国道法に定める高速自動車国道をいう。 

21 「指定自動車専用道路」（指定自専道）とは、道路交通法に定める自動車専用道路をいう。 

22 「行動類型」とは、当事者の事故時の行動等（動き、位置、衝突物等）によって細分した類型を

いう。 

23 「人的要因」とは、当事者に認められる要因をいう。 

 

● 数字は単位未満で四捨五入しているため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合や四捨五入前の

数字を用いて計算した結果と表中の数字が一致しない場合もある。 

● データの各数値は、令和３年５月末の確定値である。後日、統計上の理由により変更される場合が

ある。 

● データは、（公益財団法人）交通事故総合分析センターで集計した。 
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事業用貨物自動車の交通事故の傾向と事故事例 

事業用貨物自動車（軽自動車を除く）が第1当事者となった死傷事故の傾向は次のとおりです。 

 

１．事業用貨物自動車の死傷事故の状況 

死傷事故全体の発生件数は、平成23年の20,568件から令和2年には9,449件と順調に減少

しており、10年間で11,119件（54.1％）減少しています。 

第1当事者種別では、平成23年から令和2年の10年間で、大型は4,023件、中型は6,364

件、普通は2,993件、それぞれ減少しています。尚、平成29年3月12日の「準中型」免許区

分新設に伴い、「中型」以下の車両総重量区分が新設されたため、「大型」以外は参考値とな

ります（以下、同様）。 

 

表1 当事者種別の死傷事故件数の推移（平成23-令和２年） 

 

※ 大型の（ ）内の値は、トレーラで大型の内数を示す。 

 

 

図1 保有車両数と死傷事故件数の推移（平成23-令和２年） 

※ 保有車両数（台）は、一般財団法人自動車検査登録情報協会の「市区町村別 自動車保有車両数（令和2年度3月末現在）」 

をもとに全日本トラック協会が集計した値。  

（件）
 　　　　第1当事者種別
年 中型 準中型 普通 合計 保有車両数(台）

H23 7,993 (1,262) 9,035 3,540 20,568 1,357,647

H24 7,586 (1,265) 8,715 3,173 19,474 1,358,400

H25 7,125 (1,208) 8,490 2,876 18,491 1,360,732

H26 6,985 (1,155) 8,130 2,686 17,801 1,372,140

H27 6,260 (971) 7,294 2,602 16,156 1,381,282

H28 5,709 (991) 6,572 2,319 14,600 1,397,191

H29 5,663 (955) 4,862 2,452 1,240 14,217 1,419,605

H30 5,406 (923) 4,031 3,171 820 13,428 1,440,180

R01 4,753 (870) 3,413 2,764 699 11,629 1,462,004

R02 3,970 (685) 2,671 2,261 547 9,449 1,482,364

大型
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２．事業用貨物自動車の事故類型別死傷事故の状況  

事故類型別の死傷事故件数は、平成23年から令和2年の10年間で、車両相互10,354 件、

対歩行者621件、車両単独141件と、それぞれ減少しています。 

発生件数の多い事故類型は圧倒的に車両相互であり、平成 23 年以降、90％以上を占める状

況が続いています。 

 

表2 事故類型別死傷事故件数の推移（平成23-令和２年） 

 

 年 

 

図2 事故類型別死傷事故件数の推移（平成23-令和２年） 

（件）

　    　　事故類型
年

車両相互 対歩行者 車両単独 列車 合計 　車両相互事故構成率（％）

H23 19,036 1,264 265 3 20,568 92.6

H24 17,966 1,282 226 0 19,474 92.3

H25 17,106 1,138 244 3 18,491 92.5

H26 16,460 1,129 211 1 17,801 92.5

H27 14,903 1,069 183 1 16,156 92.2

H28 13,517 912 170 1 14,600 92.6

H29 13,114 935 167 1 14,217 92.2

H30 12,367 894 166 1 13,428 92.1

R01 10,660 817 151 1 11,629 91.7

R02 8,682 643 124 0 9,449 91.9

車両相互対歩行者車両単独列車
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３．事業用貨物自動車の道路区分別・事故類型（詳細区分）別死傷事故の状況 

令和2年の道路区分別・事故類型（詳細区分）別の死傷事故件数は、死亡事故では、対歩行

者75件（うち高速道路7件、一般道路68件）、車両相互114件（うち高速道路20件、一般

道路94件）、車両単独18件（うち高速道路7件、一般道路11件）となっています。 

一方、重傷事故では、対歩行者149件（うち高速道路2件、一般道路147件）、車両相互603

件（うち高速道路58件、一般道路545件）、車両単独32件（うち高速道路9件、一般道路23

件）となっています。 

また、軽傷事故では、対歩行者 419 件（うち高速道路 2 件、一般道路 417 件）、車両相互

7,965 件（うち高速道路 723 件、一般道路 7,242 件）、車両単独 74 件（うち高速道路 17 件、

一般道路57件）となっています。 

                          

表3-1 道路区分別・事故類型（詳細区分）別の死傷事故件数（令和２年） 

 


































































































































































































